
佐賀市公告第２２９号 

 

条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び佐賀市財務規則（平成１７年佐賀市規則第６２号）第８４条の規

定により次のように公告する。 

 

令和７年１０月１０日 

 

佐賀市長 坂 井 英 隆 

 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 委託業務名 東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター展示制作業務委託 

(2) 委託場所 佐賀市金立町大字千布地内 

(3) 履行期間 契約締結の日から令和９年８月３１日まで 

２ 委託業務の概要 

東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター施設整備に伴う展示制作業務 

３ 入札に参加する者に必要な資格等 

(1) 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

ア 佐賀市における令和７・８年度入札参加資格審査の結果、内装仕上工事につ

いて資格があると認められたものであること。 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による特定建設業（内

装仕上工事業）の許可を受けていること。 

ウ 令和２年度から令和６年度までの間に、国（公社、公団及び独立行政法人を

含む。）、都道府県又は市町村が設置した博物館又は博物館類似施設のうち、

国宝若しくは重要文化財に指定された考古遺物を含む、歴史に関する常設展示

面積が３００平方メートル以上の施設で、展示制作業務又は展示工事を元請と

して受注し完了した実績（完了検査日が令和２年４月１日から令和７年３月

３１日までのものに限る。未完了の契約は実績として認めない。）を有するこ

と。 

エ 本公告の日以前において、直接的かつ３ヵ月以上の恒常的な雇用関係にある、

建設業法第２６条に規定する監理技術者１名（一級建築士又は一級建築施工管

理技士の資格を有する者に限る。）及び主任技術者１名（ウに掲げる展示制作

業務又は展示工事の実施経験を有する者に限る。）を施工現場に専任で配置で

きること。ただし、監理技術者及び主任技術者は、兼務できるものとする。 

オ 同一の案件に係る他の入札参加申請者と次に掲げる一定の資本関係又は人的



関係のある者でないこと。 

(ｱ) 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会

社をいう。以下同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会社をい

う。以下同じ。）の関係にある者 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 

(ｳ) 一方の会社の役員（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２

条第３項第３号に規定する役員のうち、a から e までに掲げる者をいう。以

下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者 

ａ 株式会社の取締役。ただし、次の(a)から(d)までに掲げる者を除く。 

(a) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における

監査等委員である取締役 

(b) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締

役 

(c) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

(d) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないとされている取締役 

ｂ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ｃ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段

の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

ｄ 組合の理事 

ｅ その他業務を執行する者であって、ａからｄまでに掲げる者に準ずる者 

(ｴ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法（平成１４年法律第１５４

号）第６７条第１項又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第６４条

第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 

(ｵ) (ｱ)から(ｴ)までに掲げる場合と同視しうる資本関係又は人間関係がある

と認められる者 

カ 本公告の日から開札の日までの間のいずれの日においても、次に掲げる指名

停止措置又は指名回避措置（以下「指名停止等の措置」という。）を受けてい

ないこと。 

(ｱ) 佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。(ｲ)において同じ。）による指名停止

等の措置 

(ｲ) 佐賀県内の他の地方公共団体による指名停止等の措置（佐賀市による指名

停止等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当

該指名停止等の措置の開始日以後の措置を除く。） 

(2) 入札参加資格を有する者が、入札参加申請を行った後、(1)に掲げる要件のい



ずれかを満たさなくなったときは、その者は、入札に参加できない。 

(3) 提出期限までに提出書類を提出しない者は、入札に参加できない。 

４ 入札参加申請及び入札の同時実施 

入札参加を希望する者は、入札参加申請及び入札を同時に行うこと。 

５ 入札参加申請書、入札書等の提出方法 

入札参加を希望する者は、(1)に掲げる提出書類を郵便法（昭和２２年法律第

１６５号）に規定する書留（一般書留又は簡易書留に限る。）で提出すること。直

接持参その他の方法による提出は認めない。 

(1) 提出書類 

ア 条件付一般競争入札参加申請書（外封筒に封入することとし、中封筒には封

入しないこと。） 

イ 入札書及び積算内訳書（中封筒に封入して封印することとし、中封筒の寸法

は長形３号より大きくてもよい。） 

ウ ３(1)イに掲げる特定建設業に係る許可を証明する書類の写し（外封筒に封

入することとし、中封筒には封入しないこと。） 

エ ３(1)ウに掲げる業務実績を証明する契約書その他の書類の写し（入札参加

要件となる項目が全て記載されているものに限る。）（外封筒に封入すること

とし、中封筒には封入しないこと。） 

オ ３(1)エに掲げる監理技術者に係る資格を証明する書類の写し及び雇用を証

明する書類の写し（外封筒に封入することとし、中封筒には封入しないこと。） 

カ ３(1)エに掲げる主任技術者に係る業務実績を証明する書類の写し（入札参

加要件となる項目が全て記載されているものに限る。）及び雇用を証明する書

類の写し（外封筒に封入することとし、中封筒には封入しないこと。） 

(2) 提出期限 令和７年１０月２９日（水）必着 

(3) 提出先 郵便番号８４０－０８１１ 

佐賀市大財三丁目１１番２１号 

佐賀市地域振興部文化財課 

(4) 提出時の注意 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の１１０を乗じて

得た金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業者で

あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に１１０分の１００

を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 

６ 開札を行う日時及び場所 

(1) 日時 令和７年１０月３１日（金）午前１１時 

(2) 場所 佐賀市大財三丁目１１番２１号 

佐賀市役所大財別館 ４－３会議室 



７ 設計図書等の交付場所 

佐賀市ホームページ（http://www.city.saga.lg.jp/）にて公開する。 

８ 設計図書等に対する質問及び回答 

(1) 質問期限 令和７年１０月２１日（火） 

(2) 質 問 先 佐賀市地域振興部文化財課 

メールアドレス bunkazai@city.saga.lg.jp 

(3) 回答方法 令和７年１０月２４日（金）までに佐賀市ホームページに掲載す

る。 

９ 入札参加資格の確認等 

入札資格がない者には令和７年１０月３０日（木）までに電話で連絡する。 

１０ 入札保証金 

免除 

１１ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の金額とする（ただし、佐賀市財務規則第１０４

条第２項に該当する場合は免除）。 

１２ 予定価格 

予定価格は、落札者の決定後に公表する。 

１３ 最低制限価格 

(1) この公告に係る入札については、最低制限価格を設定する。 

(2) 最低制限価格は、予定価格（消費税額及び地方消費税額を除く。）に１００分

の９０を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

(3) 最低制限価格に満たない価格により入札を行った者は、落札者に決定しない。 

１４ 入札の無効 

次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 

(1) 当該入札に係る入札参加資格者でない者 

(2) 当該入札を行った後、開札の時までに３(1)に掲げる要件のいずれかを満たさ

なくなった者 

(3) 当該入札について不正行為を行った者 

(4) 入札書及び積算内訳書を中封筒に入れていない者 

(5) 本委託業務名及び入札参加者の商号名の記載がない中封筒を外封筒に入れて

いる者 

(6) 本委託業務名とは異なる委託業務名を記入した入札書又は積算内訳書を中封

筒に入れている者 

(7) 本委託業務名、入札参加者の商号名及び代表者氏名の記入並びに使用印の押

印がない入札書又は積算内訳書を中封筒に入れている者 

http://www.city.saga.lg.jp/


(8) 積算内訳書の積算価格と入札書の入札金額との差が１万円以上ある者 

(9) 入札金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能な記載をした者 

(10) １人で２以上の入札を行った者 

１５ 落札者の決定の取り消し 

落札者に決定した時から契約締結の時までの間に、落札者が次に掲げる要件に該

当するとき、又は当該要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、落

札者の決定を取り消すものとする。この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償

の責を負わない。 

(1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領（令和７年６月１日施行）

に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件 

(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係

に係る措置要件 

１６ 仮契約の解除 

本委託業務に係る契約については、仮契約締結の時から本契約締結の時までの間

に、落札者が１５(1)若しくは(2)に該当するとき、又は当該措置要件に基づき、

佐賀市から指名停止措置を受けたときは、仮契約を解除するものとする。この場合

において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 

１７ その他 

(1) この公告に定めるもののほか、入札参加申請、入札、郵便方法及び落札者の

決定方法等の事務手続並びに入札参加資格の失格要件、入札の中止の条件等につ

いては、「東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター展示制作業務委託に係る競

争入札実施要領」の規定による。 

(2) 問合せ先 

佐賀市大財三丁目１１番２１号 

佐賀市地域振興部文化財課 

電話 ０９５２－４０－７１０９ 


